補装具・日常生活用具に関するお支払について
　　　　　　　　　　　京都市保健福祉局障害保健福祉推進室
　京都市では、補装具及び日常生活用具の代金の御請求に対するお支払の迅速化、お支払日の確定を図るために下記につきまして御協力をお願いしております。

　　　　　　　　　　　　　　記

補装具・日常生活用具に関する支払口座振込依頼書を提出していただくようお願いいたします。

　振込依頼書は障害保健福祉推進室で管理させていただきます。振込口座の内容に変更が生じた場合は変更申請書を障害保健福祉推進室に提出していただく必要がございますので、御連絡をお願いいたします。
　なお、振込依頼者の欄の「住所」、「法人名又は屋号」及び「役職名及び氏名」が請求書のそれらと一致している必要があり、不一致の場合は、振込みができません。 

 補装具・日常生活用具に関する支払口座登録事項変更申請書
	
	（宛先）京都市長
	年　　　月　　　日　　　　
	

	
	　次のとおり、振込口座登録事項の変更を申請いたします。
補装具・日常生活用具に関する支払については、特に申出のない限り、下記の口座に振り込んでください。
	

	
	振

込

依

頼

者
	（フリガナ）
	
	

	
	
	住所
	
	

	
	
	（フリガナ）
	
	

	
	
	法人名又は屋号
	
	

	
	
	（フリガナ）
	
	

	
	
	役職名及び氏名
	
	

	
	
	電話番号
	
	

	
	振

込

口

座
	（フリガナ）
	
	

	
	
	口座名義人
	
	

	
	
	金融機関名
	
	本・支店名
	
	

	
	
	金融機関コード
	
	
	
	
	店舗コード
	
	
	
	

	
	
	預金種目
	普通・当座・その他（　　　　　）
	

	
	
	口座番号
	
	





問合せ・返送先





京都市保健福祉局障害保健福祉推進室　


在宅福祉第二担当





〒604-8571


京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地　


分庁舎4階


TEL 075-222-4161  FAX 075-251-2940









